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　　本件は、 親会社が、自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し、法令等の遵守に関する相談窓口を設け、

現に相談への対応を行っていた場合において、親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったこ

とをもって、信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例です。

１　Ｘは、勤務先会社に契約社員として雇用され、Ｙの事業場内にある工場において、勤務先会社が発注会社から請け負っている業

務に従事していました。従業員Ａは、発注会社の課長の職にあり、上記事業場内にある発注会社の事務所等で就労していました。

２　Ｙは、自社とその子会社である発注会社及び勤務先会社等とでグループ会社（以下「本件グループ会社」といいます。）を構成す

る株式会社であり、法令等の遵守に関する事項を社員行動基準に定め、企業集団の業務の適正等を確保するためのコンプライアン

ス体制（以下「本件法令遵守体制」といいます。）を整備していました。そして、Ｙは、本件法令遵守体制の一環として、本件グループ

会社の役員、社員、契約社員等本件グループ会社の事業場内で就労する者が法令等の遵守に関する事項を相談することができるコ

ンプライアンス相談窓口（以下「本件相談窓口」といいます。）を設け、上記の者に対し、本件相談窓口制度を周知してその利用を促

し、現に本件相談窓口に対する相談の申出があればこれを受けて対応するなどしていました。

３　Ｘは、従業員Ａと肉体関係を伴う交際を始めましたが、次第に関係が疎遠になり、従業員Ａに対し、関係を解消したい旨の手紙

を手渡しました。しかし、従業員Ａは、Ｘとの交際を諦めきれず、それ以降も、本件工場で就労中のＸに近づいて自己との交際を求

める旨の発言を繰り返し、Ｘの自宅に押し掛けるなどしました（以下「本件行為１」といいます。）。

　Ｘは、従業員Ａの本件行為１に困惑し、次第に体調を崩すようになったので、Ｘは、直属の上司である係長に対し、従業員Ａに本

件行為１をやめるよう注意してほしい旨を相談しましたが、係長は、朝礼の際に一言注意しただけで、それ以上の対応をしません

でした。

　Ｘは、その後も従業員Ａの本件行為１が続いたため、課長及び係長とそれぞれ面談して、本件行為１について相談したのですが、

依然として対応してもらえなかったので、Ｘは、勤務先会社を退職しました。そして、Ｘは、派遣会社を介してＹの別の事業場内に

おける業務に従事しました。

　しかし、従業員Ａは、Ｘが勤務先会社を退職した後も、Ｘの自宅付近において、数回従業員Ａの自動車を停車させるなどしました

（以下「本件行為２」といいます。）。

　その後、Ｘが工場で就労していた当時の同僚であった勤務先会社の従業員Ｂは、Ｘのために、本件相談窓口に対し、従業員ＡがＸ

の自宅の近くに来ているようなので、Ｘ及び従業員Ａに対する事実確認等の対応をしてほしい旨の申出（以下「本件申出」といいま

す。）をしました。

　Ｙは、本件申出を受け、発注会社及び勤務先会社に依頼して従業員Ａその他の関係者の聞き取り調査を行わせるなどしたのです

が、勤務先会社から本件申出に係る事実は存しない旨の報告があったこと等を踏まえ、Ｘに対する事実確認は行わず、従業員Ｂに

対し、本件申出に係る事実は確認できなかった旨を伝えました。

４　そこで、Ｘは、Ｙに対して、本件法令遵守体制を整備したことによる相応の措置を講ずるなどの信義則上の義務に違反したとし

て、債務不履行または不法行為に基づき、損害賠償を求めたところ、控訴審（名古屋高裁平成２８年７月２０日）は、Ｙの信義則上の

義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償責任を認めたので、Ｙはこれを不服として上告しました。
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本ニューズレター及び弁護士法人ALGからのリーガルサービスに関する情報（セミナー情報、法律相談に関する情報等を含みます。）をご希望される方は次のメー
ルアドレスに会社名、業種、氏名、役職、部署、電話番号及び配信希望先メールアドレスを記入したメールをお送りください。
弁護士法人 ALG は、本ニューズレター配信のために取得した個人情報について、弁護士法人 ALG からの各種ニューズレターの送信並びに各種リーガルサービ
スの紹介及び提供を行うために必要な範囲で利用させて頂きます。
なお、当該情報送信は、予告なく変更及び中止される場合があることをご了承ください。
■ 配信希望メールアドレス roumu＠avance-lg.com

本ニューズレターは、具体的な案件についての法的助言を行うものではなく、一般的な情報提供を目的とするものです。
本ニューズレターに関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

（東京弁護士会所属）
東京オフィス 〒163-1128  東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー 28F　　【連絡先】 TEL.03-4577-0757　FAX.03-5909-2454

各支部 宇都宮支部・埼玉支部・千葉支部・横浜支部・名古屋支部・大阪支部・神戸支部・姫路支部・福岡支部
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執筆弁護士

Jun Yamagishi
執行役員・弁護士　山岸 純
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　最高裁は、ＹのＸに対する債務不履行に基づく損害賠償責任を否定し、ＸのＹに対する請求を棄却しました。

１　まず、最高裁は、本件の事実関係のもとでは、親会社であるＹは、自ら又はＸの使用者である勤務先会社を通じて本件付随義務（使用者

が就業環境に関して労働者からの相談に応じて適切に対応すべき義務）を履行する義務を負うものということはできず、子会社である勤

務先会社が本件附随義務に基づく対応を怠ったことのみをもって、ＹのＸに対する信義則上の義務違反があったものとすることはでき

ないとしました。

２　もっとも、本件グループ会社の事業場内で就労した際に、法令等違反行為によって害を受けた従業員等が、本件相談窓口に対しその旨

の相談の申出をすれば、Ｙは、相応の対応をするよう努めることが想定されていたものといえ、申出の具体的状況いかんによっては、Ｙが

当該申出をした者に対し、当該申出を受け、体制として整備された仕組みの内容、当該申出に係る相談の内容等に応じて適切に対応すべ

き信義則上の義務を負う場合があると解されました。

３　そのうえで、Ｘが本件行為１について本件相談窓口に対する相談の申出をしたなどの事情がうかがわれないことから、Ｙの本件行為１

についての上記信義則上の義務を否定しました。

　また、本件行為２についても、本件申出は、Ｙに対し、Ｘに対する事実確認等の対応を求めるものであったことを認めつつ、①本件法令

遵守体制の仕組みの具体的内容が、Ｙにおいて本件相談窓口に対する相談の申出をした者の求める対応をすべきとするものであったと

はうかがわれないこと、②本件申出に係る相談の内容もＸが退職した後に本件グループ会社の事業場外で行われた行為に関するもので

あり、従業員Ａの職務執行に直接関係するものとはうかがわれないこと、③本件申出の当時、Ｘは、既に従業員Ａと同じ職場では就労して

おらず、本件行為２が行われてから８箇月以上経過していたことを指摘して、上記信義則上の義務を否定しました。

　親会社が、子会社の従業員間で行われたセクシュアル・ハラスメントにつき、労働契約上の職場環境配慮義務違反を理由として固有

の債務不履行責任を負うとされるには、少なくとも親会社が被害者（子会社の従業員）に対してその指揮監督権を行使する立場にあっ

たり、被害者から実質的に労務の提供を受ける関係にあったことが必要であり、親会社が法令遵守体制を整備したことのみをもって、

子会社が被害者との間で使用者として負うべき雇用契約上の付随義務（労働契約上の職場環境配慮義務）を履行する義務を負うもので

はないと考えられます。

　しかし、本件では「申出の具体的な状況いかんによっては」親会社も信義則上の義務違反の責任を負う場合があるとされており、本

件の事実関係も例えば、相談窓口の具体的内容として相談の申出をした者の求める対応をすべき場合が規定されており、従業員の職務

執行に関する申出が申出に係る行為の直後になされたものであった場合などは、親会社に対する信義則上の義務違反が認定されていた

可能性もあります。

　本件はそのような意味での事例判断であるため、親会社は信義則上の義務違反を認定されないよう、実効性のある相談窓口の運用体

制等を構築している必要があります。過去の裁判例等の事実関係のもとでどのような対応を構築するべきなのか、弁護士等の専門家に

ご相談されるのも今後の紛争を未然に防ぐ良い方法かと考えられます。
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